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介護保険財政を安定させ、介護サービスの平準化を図るとともに、介護保険における諸
課題の解決に取り組んでいる市町村の組合組織です。 
平成17年4月1日現在、県内32市町村で構成しています。 

Kaigohoken Kouikirengo

第1ランク地域（7町村） 
円

第2ランク地域（10町村） 

円

第3ランク地域（15町村） 

非加入地域 

円
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審議した議案及び結果は、下記のとおりです。 

第9回定例会議案及び審議結果 

議会 



沖縄県介護保険広域連合 

組織図

総　務　係 ・人事 
・職員の給与 
・文書事務 
・監査事務 

・保険給付 
・給付制限 
・受給者台帳の管理 

・給付の適正化 
・離島地域のサービス基盤整備 
・介護サービスの質の向上 
・介護支援専門員等への支援 
・サービス事業者との連携及び指導 
・低所得者対策 

・被保険者の資格管理 
・被保険者証の発行 
・保険料の賦課･徴収及び納付相談 
・保険料の滞納処分 
・保険料の還付･充当 

・認定結果通知 
・更新通知 

・出納事務 
・議会事務 
・選挙事務 

・訪問調査 
・調査日程調整 
・介護認定審査会 

・予算決算等財務 
・広報 
・市町村との会議 
・個人情報保護事務 

・介護保険事業計画策定 
・介護保険事業計画進捗に関すること 
・広域計画 

総　務　課 

（平成17年4月1日より） 

出　納　室  

業　務　課 

監　査　委　員 総務課職員が事務局兼務 

出納室職員が事務局兼務 
広域連合議会  

選挙管理委員会 

 

事務局長 

認　定　課 

企画財政係 

計　画　係 

給　付　係 

適正対策係 

賦課徴収係 

認　定　係 

北部調査認定事務所 

中部調査認定事務所 

南部調査認定事務所 
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収入の少ない方の介護保険料は手続きをすると  

保険料が安くなるためにはこんな事を調べます 

どんな手続きをしたらいいのか 



  安くなることがあります。是非お申し込みください 

保険料ランク地域表 

受付期間 

介護保険料のランクは、その地域でどのくらいの人がどれだけ
介護保険のサービスを利用するのかによって決まります。 



～利用者負担が高額になったときは～ 

～元気な老後をすごすための介護予防～ 

高額介護サービス費とは 

（上限額） 

（計算の例）　非課税世帯で利用者負担が30,000円の場合 

　利用者負担額　　　上限額　　 　　お返しする額 
30,000円　－　24,600円　 ＝　 5,400円 

　介護サービスを利用したとき、利用額の１割が利用者の負担になります。その利用者負担が一
定の上限額を超えたとき、高額介護サービス費として上限額を超えた額をお返しします。 
　なお、対象になるのは、保険適用サービスに対する負担だけで、食事代や日常生活費などは対
象になりません。 

「介護予防」とは？ 
　介護が必要な状態にならないように、また、介護を受けている状態を悪化させずに、いつまで
も元気で、自分らしく、いきいきとした生活を送れるようにすることをいいます。 
　病気を予防するだけでなく、老化のサインを早く見つけて適切に対応していくことで、自立し
た自分らしい生活を維持していくことができます。 
　高齢者が介護を必要とする状態になる原因としては、脳梗塞や脳出血などの脳血管疾患、転
倒などによる骨折、認知症（痴呆症）などが多くなっています。 
　現在市町村では、介護予防対策として、高血圧や糖尿病などの生活習慣病を予防するための
取組みや、高齢者の生きがいや閉じこもり予防、転倒予防、認知症予防等の介護予防のための取
組みを実施しております。 
　介護が必要になった場合、介護される当人も大変ですが、介護する家族の方もまた大変です。
そうならないため、老後を元気で過ごすためにも、早い時期から家族や友人と一緒に予防してい
きましょう。 

高額介護サービス費の申請 
　対象となる方へは「高額介護サービス費のお知らせ」が届きますので、以下のものを持参し
お住まいの市町村介護保険担当窓口へ申請してください。  
　１、お知らせのはがき　　２、対象月の領収証（原本）　　３、申請者の印鑑 
　４、高額サービス費を振込む通帳（振込口座が本人以外の場合は委任状が必要となります） 

※同一世帯にサービスを利用する方が２名以上いる場合は、それぞれ同じ月の利用者負担を合算した金額
が上表の額を超えた場合、超えた分について高額介護サービス費を支給します。 

利　用　者　の　区　分 上　限　額 

（１）通常の場合（下記（２）（３）に該当しない場合） 37,200円 

24,600円 

15,000円 
（３）①老齢福祉年金受給者で市町村民税世帯非課税  
　　②生活保護の被保護者  
　　③１５,０００円への減額により生活保護の被保護者とならない場合 

（２） ①市町村民税世帯非課税  
       ②２４,６００円への減額により生活保護の被保護者とならない場合 

事務局からのお知らせ News＆Advice



～ごらんください！ 介護給付費通知書～ 
「介護給付費通知書」とは？ 
　介護保険サービス提供事業者からの請求にもとづき、介護保険サービス利用者
のかたの利用状況をお知らせする通知です。 
　「介護給付費通知書」が届きましたら、お手持ちの領収書と通知の記載内容を
見比べていただき、利用したサービス内容や費用等に誤りがないか確認してくだ
さい。 
　保険者（広域連合）に請求されたサービス内容と利用者自身のサービスの利用
実績を比較してもらうことでその整合性を確認し、不正請求の抑止・発見につなげ、
また利用者が自立を目指した適切な介護サービスを受けていただくためのお知
らせです。 
　広域連合では、3ヶ月に1回（5月、8月、11月、2月）に通知を
行います。 
　「介護給付費通知書」の記載内容に誤りや不明な点があれば、
適正対策係までお問い合わせください。 

給付費通知書サンプル 



沖縄県介護保険 
広域連合事務所 

平成１７年4月1日より 
南部調査認定事務所が 
大里村役場1階に 
移転します。 
これまで豊見城市役所旧庁舎にて業務を行
っていました南部調査認定事務所が大里村
役場1階へ移転します。（右図参照） 
なお、移転に伴う電話番号及びＦＡＸ番号の
変更はありません。 

旧大里村 
役場跡 

大里南 
小学校 

大里村 
総合保健 
福祉センター 

大里村役場 

〒901-1206 
大里村仲間807番地 
TEL:098-921-7881 
FAX:098-921-7883

給油所 

ローソン 
大里高平店 
稲嶺十字路 

仲程駐在所 

県道86号 
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至 玉城村

至 県道48号線  

南部調査認定事務所 

沖縄県介護保険広域連合 平成15年度実績 


